
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  少額減価償却資産と圧縮記帳                

Ｑ：消費税の軽減税率制度の導入に伴う軽

減税率対策補助金を受け取り、レジを購入し

ました。この場合、中小企業者等の少額減価

償却資産の損金算入の特例と圧縮記帳の重複

適用はできますでしょうか？                                

                                             

Ａ：措置法上の中小企業者等の少額減価償

却資産の損金算入の特例と法人税法上の圧縮

記帳の特例は重複適用が出来ます。 

【解説】 

中小企業者等の少額減価償却資産の損金算

入の特例とは、中小企業者等が、取得価額が

30万円未満である減価償却資産を平成18年4

月1日から平成28年3月31日までの間に取得な

どして事業の用に供した場合には、一定の要

件のもとに、その取得価額に相当する金額を

損金の額に算入することができるというもの

で、租税措置法に規定されているものです。 

一方、消費税の軽減税率制度の導入に伴う

軽減税率対策補助金を受け取り、これを圧縮

記帳する制度は、法人税法に規定されている

もので、圧縮記帳をする場合には１円以上の

備忘価額を残さなければなりません。 

これらの２つの規定は、重複適用ができな

いとする規定がありませんので、重複して適

用することが出来るのですが、この場合には、

まず圧縮記帳を適用して、その後に取得価額

が30万円未満なら、中小企業者等の少額減価

償却資産の損金算入の特例の適用を受けるこ

とになります。なお、この少額減価償却資産

の損金算入の特例と措置法の圧縮記帳との重

複適用はできませんので、注意してください。 
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